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新型コロナウイルスの対応について (第 7版 )

　新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまおよび関係者の皆さまに、心から
お見舞い申し上げます。 
　今なお第一線で医療・看護等にあたられている医療関連従事者の方々におかれ
ましては、特段のご尽力の数々、心より敬意を表させていただきます。
  この度、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、まん延防止等重点措置
が対象エリアで実施されています。
　未だ新型コロナウイルス感染拡大の収束に至らない状況を鑑み、弊社は政府や
関係省庁より発せられている各方針・要請を順守し、下記の対応を引き続き実施
することとします。

記

　　① 不要不急の外出は控え、出張については原則禁止とする。

　　　 なお、やむを得ない特別な事情がある場合には、上長の判断を仰ぎ許可を得た

　　　 場合に限り出張を認める。

　　② 会議は原則Ｗｅｂ会議を活用する。

　　③ 食事会・懇親会・歓送迎会（社内、社外とも）の開催、参加については原則禁止
　　　とする。

　　④ 出勤前に必ず検温を実施し、発熱した場合は解熱後 4 日は出社を控える。
　　　 ※発熱の基準は 37.0 度以上

　　⑤ 出入り口にアルコールポンプを設置し衛生管理を徹底する。

以上


